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-

事
件
の
概
要

本
件
は
、
原
告
が
被
告
国
の
管
理
す
る
国
道

一
四
号

(以
下

｢本
件
道
路
｣
と
い
う
。)
を
原
付
自
転
車
で
走
行

中
、
本
件
道
路
の
車
道
上
に
散
乱
し
て
い
た
円
形
の
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
片
(以
下
｢本
件
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
｣
と
い
う
。)

に
乗
り
上
げ
横
転
し
負
傷
し
た
上
、
原
告
車
両
が
駐
車
中

の
乗
用
車
に
追
突
し
た

(以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
。

と
し
て
、
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
に
基
づ
き
損
害
賠
償
請

求
を
し
た
も
の
で
あ
る
翁
謂
求
額

エ
ハ
八
万
三
〇
九
四
円
)。

2

原
告
の
主
張

本
件
事
故
当
時
、
本
件
道
路
上
に
は
、
同
日
午
前
九
時

三
〇
分
頃
、
所
有
者
、
運
転
者
不
明
の
ト
ラ
ッ
ク
か
ら
ダ

ン
ボ
ー
ル
箱
に
詰
め
ら
れ
た
状
態
で
落
下
し
、
後
続
の
バ

ス
に
踏
ま
れ
た
本
件
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
が
散
乱
し
て
お

り
、
本
件
道
路
は
危
険
な
状
態
に
な
っ
て
い
た
に
関
わ
ら

ず
、本
件
事
故
発
生
後
警
察
官
に
よ
り
除
去
さ
れ
る
ま
で
、

こ
れ
が
放
置
さ
れ
て
い
た
。道
路
管
理
者
で
あ
る
被
告
は
、

本
件
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
を
除
去
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
に

関
わ
ら
ず
こ
れ
を
怠
っ
て
お
り
、
道
路
管
理
に
瑕
疵
が
あ

っ
た
。

3

被
告
の
主
張

本
件
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
が
落
下
、
散
乱
し
た
の
は
、
本

件
事
故
発
生
時

(午
後
三
時
四
五
分
頃
)
と
比
較
的
近
接

し
た
時
間
帯
で
あ
り
、
そ
の
時
間
帯
は
、
一
日
一
回
の
道

路
パ
ト
ロ
ー
ル
の
通
過

(午
前
九
時
五
〇
分
頃
)
の
後
で

あ
っ
た
こ
と
、
本
件
事
故
発
生
時
ま
で
に
同
事
務
所
に
対

す
る
通
報
等
が
一
切
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
件
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
片
の
存
在
を
知
り
、
こ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
仮
に
、
本
件
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
片
の
落
下
し
た
時
間
帯
が
、
前
記
道
路
パ
ト

ロ
ー
ル
の
通
過
直
後
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
片
は
非
常
に
小
さ
な
も
の
で
そ
の
総
量
も
バ
ケ
ツ

半
分
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
、
本
件
事
故
発
生
時

(午
後
三

時
四
五
分
頃
)
ま
で
の
間
に
、
少
な
く
と
も
自
動
車
、
動

力
付
二
輪
車
合
わ
せ
て
九
一
二
〇
台
以
上
の
車
両
が
通
過

し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
本
件
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
の
固

ま
り
は
路
面
一
面
に
均
等
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
、
原
告
車
両
以
外
に
少
な
く
と
も
五
二
〇
台
以

上
の
動
力
付
二
輪
車
が
何
ら
問
題
な
く
本
件
現
場
付
近
を

走
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
道
路
が
通
常
有
す
べ
き

安
全
性
を
欠
い
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
よ
っ
て
、
道
路

管
理
に
瑕
疵
は
な
か
っ
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

ま
た
、
原
告
車
両
以
外
の
動
力
付
自
転
車
は
本
件
事
故
現

場
付
近
を
何
ら
問
題
な
く
走
行
し
て
お
り
、
原
告
の
転
倒

直
前
の
速
度
が
少
な
く
と
も
時
速
四
〇
如
以
上
の
速
度
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
件
事
故
は
法
定
速
度
を
超
え
た
速

度
で
走
行
し
、
何
ら
か
の
運
転
操
作
を
誤
っ
た
原
告
の
過

失
に
よ
る
と
推
認
さ
れ
る
。

4

判
決
の
要
旨

被
告
の
道
路
管
理
に
瑕
疵
は
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
る

の
が
相
当
で
あ
り
、
原
告
の
請
求
は
理
由
が
な
い
た
め
、

こ
れ
を
棄
却
す
る
。

5

判
決
の
ポ
イ
ン
ト

①

本
件
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
の
落
下
時
間
に
つ
い
て

被
告
は
本
件
道
路
に
お
い
て
、
一
日
一
回
道
路
パ
ト

ロ
ー
ル
車
内
か
ら
目
視
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し

て
お
り
、
本
件
事
故
当
日
は
、
午
前
九
時
五
〇
分
頃
本
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件
事
故
現
場
付
近
を
通
過
し
た
が
、
そ
の
際
本
件
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
片
は
ま
だ
散
乱
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
本

件
事
故
当
日
、
被
告
は
本
件
事
故
現
場
付
近
で
の
交
通

量
調
査
を
依
頼
し
て
お
り
、
証
人
ら

(調
査
員
二
名
)

は
ベ
ア
に
な
っ
て
調
査
に
当
た
っ
て
い
る
際
に
、
本
件

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
が
落
下
、
散
乱
し
て
い
く
の
を
目
撃

し
、
そ
の
一
0
分
な
い
し
二
〇
分
後
に
本
件
事
故
を
目

撃
し
た
旨
証
言
し
て
い
る
。同
交
通
量
調
査
に
よ
れ
ば
、

本
件
道
路
の
交
通
量
は
午
前
一
〇
時
か
ら
午
後
三
時
ま

で
の
間
、
自
動
車
類
が
八
、
六
〇
〇
台
、
動
力
付
二
輪

車
五
二
〇
台
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
件
事
故
当
日
、

本
件
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
の
落
下
及
び
そ
の
処
理
依
頼
等

の
通
報
は
一
切
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
本
件
プ

ラ
ス
チ
ッ
ク
片
の
落
下
し
た
時
間
は
、
パ
ト
ロ
ー
ル
車

通
過
後
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
午
前
九
時
三

〇
分
頃
で
あ
る
と
す
る
原
告
等
供
述
と
符
合
し
な
い
。

仮
に
、
落
下
し
た
時
間
が
午
前
九
時
三
〇
分
頃
で
あ
る

と
す
る
と
、
本
件
事
故
発
生
時
ま
で
に
本
件
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
片
の
形
状
か
ら
し
て
そ
の
上
を
通
過
し
た
車
両
に

よ
り
徐
々
に
散
乱
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
、
少
な
く
と
も
同
交
通
量
調
査
に
よ
る
台
数
の
車

両
が
走
行
し
た
こ
と
に
な
り
、
本
件
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片

が
落
下
直
後
の
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
は
考
え
難

い
。
さ
ら
に
、
証
人
ら
の
証
言
は
事
故
時
点
で
の
状
況

を
明
確
に
述
べ
て
い
る
上
、
二
人
同
時
に
本
件
事
故
目

撃
の
時
間
帯
を
誤
っ
て
記
憶
し
た
可
能
性
は
極
め
て
低

い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
原
告
等
供
述
は
、

前
記
の
と
お
り
他
の
証
拠
関
係
に
沿
わ
な
い
点
も
存
す

る
。
以
上
を
総
合
勘
案
す
る
と
、
証
人
ら
の
証
言
の
方

が
信
頼
性
が
高
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
、

本
件
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
は
、
午
後
三
時
三
〇
分
頃
本
件

事
故
現
場
付
近
に
落
下
、
散
乱
し
、
そ
の
約
一
五
分
後

に
本
件
事
故
が
発
生
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

②

道
路
管
理
の
瑕
疵
の
有
無
に
つ
い
て

本
件
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
が
散
乱
し
て
か
ら
本
件
事
故

発
生
ま
で
の
間
、
わ
ず
か
な
時
間
的
間
隔
し
か
な
く
、

こ
の
間
落
下
及
び
処
理
依
頼
等
の
通
報
は
一
切
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
被
告
が
本
件
事
故
発
生
ま
で
に
、
本
件

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
片
の
存
在
を
知
り
、
こ
れ
を
除
去
す
る

こ
と
は
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
被
告
の
道
路
管
理
に
瑕
疵
は
な
か
っ
た
。




